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「年金生活者支援給付金制度」
がはじまります

令和元年10月１日から

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者
の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。給付金に関する手続きは、日本年金機構（年金
事務所）にお問い合わせください。

■対象となる方　（※以下の条件をすべて満たしている方が対象になります。）

　●老齢基礎年金を受給している方
　　□65歳以上である
　　□世帯全員の市町村民税が非課税になっている
　　□年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
　　
　●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　　□前年の所得額が約462万円以下である

■請求手続き
　①平成31年４月１日以前から年金の受給している方
　　 対象となる方には、日本年金機構から請求手続きの案内が９月上旬から順次通知され

ます。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。

　②平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた方
　　 年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
　 日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求める

ことはありません。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

『給付金専用ダイアル』：０５７０－０５－４０９２

●お問い合わせ　　町民税務課　☎３７－２１１４（担当：菊地）

請求手続きは
お早めに！

（ナビダイヤル）
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　花火大会では今年で18年目
となった記念花火の打上げが行
われました。誕生されたお孫さ
んに向けて「これからも元気に
育ってください」や今年１月に
オープンした有限会社クリキク
七ヶ宿からは「これからも燃料
と素敵な笑顔をお届けいたしま
す」など皆さんの思いが込めら
れたメッセージとともに記念花
火が夜空を彩りました。


